
JP 2008-543166 A5 2009.6.4

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成21年6月4日(2009.6.4)

【公表番号】特表2008-543166(P2008-543166A)
【公表日】平成20年11月27日(2008.11.27)
【年通号数】公開・登録公報2008-047
【出願番号】特願2008-513420(P2008-513420)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｗ  36/38     (2009.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｂ   7/26    １０８Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成21年4月17日(2009.4.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信ネットワークを運用する方法であって、
　セル（Ｃ）の無線伝送資源を、パケット交換接続で処理されるそれぞれのＩＰ音声（Ｖ
ｏＩＰ）呼へ割当てる工程を有しており、
　少なくとも１つのＩＰ音声呼について、パケット制御ユニットにおいて、少なくとも１
つのＩＰ音声呼を含んだパケットバッファ（８２）の使用レベルを監視する工程と、
　前記監視に応じて、前記少なくとも１つのＩＰ音声呼をパケット交換接続から回線交換
接続へ変更することを選択的に要求する工程とを有することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記使用レベルを監視する工程が、前記バッファ（８２）の使用量が所定の閾値を超過
した時点を判定する工程を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記使用レベルを監視する工程が、前記バッファ（８２）の使用量の変動が所定の閾値
を超過した時点を判定する工程を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記バッファ（８２）が、論理リンク制御レイヤ（ＬＬＣ）バッファであることを特徴
とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記バッファ（８２）が、基地局コントローラ・ノードの無線リンク制御（ＲＬＣ）バ
ッファであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記バッファ（８２）が、パケット制御ユニットのバッファであることを特徴とする請
求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのＩＰ音声呼をパケット交換接続から回線交換接続へ変更すること
を要求する前記工程が、前記呼に参加する移動機に、パケット交換から回線交換への引き
継ぎを実行し、それにより前記呼を回線交換呼として再接続することを要求する工程を含
むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】



(2) JP 2008-543166 A5 2009.6.4

　前記ＩＰ音声（ＶｏＩＰ）呼が、ＥＤＧＥ　ＩＰ音声パケット・フローであることを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　品質を監視する前記工程が、前記少なくとも１つのＩＰ音声呼の損失または損傷フレー
ムの所定数を監視する工程を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　電気通信ネットワークであって、
　無線伝送資源を無線周波数通信のためのセル(Ｃ)に提供する無線基地局装置ノード（２
８）と、
　パケット交換接続で処理されるそれぞれのＩＰ音声呼に前記無線伝送資源を配分するパ
ケット制御ユニット（２５）とを備えており、
　前記パケット制御ユニット（２５）が、前記少なくとも１つのＩＰ音声呼を含むパケッ
トバッファ（８２）の使用レベルを監視し、該監視に応じて前記少なくとも１つのＩＰ音
声呼をパケット交換接続から回線交換接続へ変更するよう選択的に要求するように構成さ
れることを特徴とする電気通信ネットワーク。
【請求項１１】
　前記パケット制御ユニット（２５）が、前記バッファ（８２）の使用量が所定の閾値を
超過した時点を判定するように構成されることを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記パケット制御ユニット（２５）が、前記バッファ（８２）の使用量の変動が所定の
閾値を超過した時点を判定するように構成されることを特徴とする請求項１０に記載の装
置。
【請求項１３】
　前記バッファ（８２）が論理リンク制御レイヤ（ＬＬＣ）バッファであることを特徴と
する請求項１０に記載の装置。
【請求項１４】
　前記バッファ（８２）が無線リンク制御（ＲＬＣ）バッファであることを特徴とする請
求項１０に記載の装置。
【請求項１５】
　前記ＩＰ音声呼がＥＤＧＥ　ＩＰ音声パケット・フローであることを特徴とする請求項
１０に記載の装置。
【請求項１６】
　前記パケット制御ユニット（２５）が、少なくとも部分的には基地局コントローラ・ノ
ードに設置されることを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１７】
　前記パケット制御ユニット（２５）が、少なくとも部分的には基地局ノードに設置され
ることを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１８】
　前記パケット制御ユニット（２５）が、少なくとも部分的にはＧＰＲＳサポート・ノー
ドに設置されることを特徴とする請求項１０に記載の装置。
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